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平成 27 年５月 29 日 

各  位 

会 社 名  株式会社マツヤ 

代表者名  代表取締役社長   小磯 恵司 

（J A S D A Q・コード 7452） 

問合せ先  取締役管理本部長  北川 正一 

（TEL （026）241－1314） 

  債務超過の猶予期間入りに関するお知らせ 

当社は、本日、有価証券報告書を提出し、平成27年２月期において債務超過となったことか

ら、本日の株式会社東京証券取引所の発表のとおり、有価証券上場規程第604条の２第１項第３

号（関連規則は同第601条第１項第５号）（債務超過）に該当するため、上場廃止に係る猶予期間

入り銘柄となりましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．対象となる法定開示書類 

 有価証券報告書（自 平成 26 年３月１日  至 平成 27 年２月 28 日） 

２．債務超過に至った経緯 

 当社は、平成 26 年４月 18 日付「継続企業の前提に関する注記についてのお知らせ」にて

公表のとおり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。当社は、上記状況

を解消すべく中期経営計画を策定し、①生鮮デリカの強化、価値創造企業への転換、②事業

フォーマットの明確化による店舗の収益力の強化、③構造改革によるキャッシュ・フローの

改善、④財務基盤の安定に取り組み、これらの中期経営計画を実施した結果、平成 27 年２月

期は、売上高 31,523,956 千円、営業利益 249,180 千円、経常利益 2,521 千円となりました。 

 しかしながら、平成 27 年２月期において、固定資産の減損等による特別損失（平成 26 年

９月９日付および平成 27 年４月 15 日付 適時開示）を計上したことから、当期純損失は

601,969 千円となり、平成 27 年２月期末において 91,485 千円の債務超過の状態に至ってお

ります。 

 

３．猶予期間 

 平成 27 年３月１日から平成 28 年２月 29 日 
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４．今後の見通し 

 当社は中期経営計画に基づき以下の方針を策定し、その実現に取り組んでおります。 

① 生鮮デリカの強化、価値創造企業への転換 

 単なる価格競争から、価値創造への転換を通じ、お客様の食生活に満足と喜びを提供し

てまいります。特に生鮮部門と惣菜部門の連携を強化し、「ヘルシー」「おいしさ」「出来た

て」をキーワードとしたより魅力的な商品の提供を行ってまいります。 

② 事業フォーマットの明確化による店舗の収益力の強化 

 通常のスーパーマーケット店舗と生鮮＆業務スーパー店舗の事業フォーマットの方向性

を明確にし、戦略的な店舗投資等による店舗価値の向上により、店舗の収益力を強化して

まいります。 

③ 構造改革によるキャッシュ・フローの改善 

 人員体制の適正化及び競争力のある店舗に経営資源を集中する等により、キャッシュ・

フローを改善させてまいります。また、取引金融機関と借入金元本の一定期間の返済猶予

について協議を行い同意を得ております。 

④ 財務基盤安定のための資本増強 

 上記の経営改善策を進めることにより、収益力を強化するとともに、資本増強等も検討

してまいります。これらにより、経営基盤及び財務基盤の安定化を図ってまいります。 

 上記の施策を進めることにより、店舗の収益力の強化及び債務超過の解消を図り、経営基

盤及び財務基盤の安定化に努めてまいります。併せて、資本政策も検討し、財務体質の改善

に努めてまいります。 

 以上のことから、当社は平成 28 年２月期末において債務超過の解消を図りたいと考えてお

ります。 

 

 以 上 


